
近
年
、
多
く
の
地
域
銀
行
は
自
身
の
経
営
戦
略
に
基
づ
き
、
地
元
営
業
エ
リ
ア
外
へ
の
貸
出
、
い
わ
ゆ
る

「
越
境
貸
出
」
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
越
境
貸
出
は
、
地
元
の
貸
出
先
と
比
べ
て
債
務
者
の
実

態
把
握
が
困
難
な
場
合
も
あ
り
、
必
然
的
に
地
銀
に
は
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
整
備
が
求

め
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
金
融
庁
が
公
表
し
た
各
種
リ
ポ
ー
ト
を
踏
ま
え
、
越
境
貸
出
に
つ
い
て
債
務
者
区

分
と
の
関
係
を
中
心
に
現
状
を
分
析
し
つ
つ
、
具
体
的
な
事
例
を
紹
介
し
な
が
ら
課
題
を
解
説
す
る
（
注
１
）。

与
信
審
査
や
期
中
管
理
の
困
難
性
も
踏
ま
え
た

実
効
的
な
管
理
態
勢
構
築
を

「
越
境
貸
出
」を
増
加
さ
せ
る

地
銀
に
求
め
ら
れ
る
債
務
者
の
実
態
把
握

金
融
庁

　
監
督
局
　
銀
行
第
二
課
　
地
域

金
融
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
参
事
官
室

　
　
総
括
課
長
補
佐松

井
正
太

　
総
合
政
策
局
　
リ
ス
ク
分
析
総

括
課リ

ス
ク
管
理
検
査
室

信
用
リ
ス
ク
管
理
チ
ー
ム
長

中
山
龍
王

マ
ク
ロ
・
デ
ー
タ
分
析
監
理

官
室

係
長

関
口
宥
人

越
境
貸
出
へ
の

注
力
姿
勢
が
顕
著
に

　

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
特
に
地
方

に
お
い
て
、
都
市
部
へ
の
人
口
流
出

が
顕
著
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
人
口
減

少
お
よ
び
少
子
高
齢
化
が
加
速
度
的

に
進
ん
で
い
る
。
地
域
に
お
け
る
事

業
者
数
も
趨
勢
的
に
減
少
し
て
お
り
、

結
果
と
し
て
地
方
に
お
け
る
資
金
需

要
も
徐
々
に
縮
小
し
つ
つ
あ
る
。

　

一
方
で
、
人
口
流
入
や
経
済
活
動

が
活
発
な
都
市
部
で
は
、
企
業
の
新

規
設
立
や
設
備
投
資
等
が
継
続
し
て

お
り
、
資
金
需
要
は
相
対
的
に
高
く
、

金
融
機
関
に
と
っ
て
貸
出
機
会
が
豊

富
な
状
況
に
あ
る
。
こ
う
し
た
地
域

間
の
経
済
環
境
の
違
い
や
資
金
需
要

の
偏
在
等
を
背
景
に
、
近
年
、
地
方

に
営
業
基
盤
を
持
つ
地
域
銀
行
が
、

地
元
の
営
業
エ
リ
ア
外
に
所
在
す
る

債
務
者
へ
の
貸
出
（
越
境
貸
出
）
に

注
力
す
る
傾
向
が
顕
著
と
な
っ
て
い

る
。

　

越
境
貸
出
は
、
一
般
的
な
法
人
向

け
貸
出
に
加
え
、
大
手
銀
行
等
を
ア

レ
ン
ジ
ャ
ー
と
す
る
シ
ン
ジ
ゲ
ー
ト

ロ
ー
ン
や
、
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
ド
フ

ァ
イ
ナ
ン
ス
の
分
野
に
も
広
が
り
を

見
せ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
事
業
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地銀の「越境貸出」の現状と課題

承
継
等
に
伴
う
Ｍ
＆
Ａ
ニ
ー
ズ
の
高

ま
り
に
対
応
し
た
Ｌ
Ｂ
Ｏ
ロ
ー
ン
、

さ
ら
に
は
収
益
物
件
を
対
象
と
し
た

不
動
産
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
ロ
ー
ン
と
い

っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
個
人
向
け

貸
出
に
お
い
て
も
、
近
年
、
地
元
外

の
顧
客
に
対
す
る
住
宅
ロ
ー
ン
の
獲

得
に
向
け
た
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
Ｉ
Ｔ
技
術
の
進
歩
に

よ
り
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
（
非
対

面
）
で
住
宅
ロ
ー
ン
の
申
し
込
み
や

実
行
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
背
景

に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
越
境
貸
出
は
、
法
人

・
個
人
向
け
を
問
わ
ず
多
様
な
形
態

で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
法
人
取
引
需

要
の
高
い
県
外
店
舗
に
お
け
る
営
業

強
化
や
、
住
宅
ロ
ー
ン
の
県
外
営
業

の
拡
大
な
ど
を
経
営
方
針
と
し
て
掲

げ
る
地
銀
も
存
在
す
る
な
ど
、
近
年
、

越
境
貸
出
へ
の
注
力
姿
勢
が
明
確
に

確
認
さ
れ
て
い
る
。

越
境
貸
出
に
お
け
る 

正
常
先
割
合
の
高
さ

　

金
融
庁
は
、
こ
の
よ
う
な
越
境
貸

出
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
今
年
１
月

21
日
、「
共
通
貸
出
先
に
対
す
る
債

務
者
区
分
の
付
与
状
況
に
関
す
る
分

析
」（
注
２
）
を
公
表
し
た
。
本
分
析

は
、
共
同
デ
ー
タ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
（
注
３
）
を
活
用
し
、
２
０
２
３

年
９
月
末
時
点
に
お
い
て
複
数
の
銀

行
が
貸
出
を
行
っ
て
い
る
債
務
者

（
共
通
貸
出
先
）
の
債
務
者
区
分
の

状
況
を
、
越
境
貸
出
等
の
観
点
か
ら

検
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
共
通
貸
出

先
へ
の
貸
出
は
、
大
手
行
お
よ
び
地

銀
の
法
人
向
け
貸
出
残
高
の
約
８
割

を
占
め
る
。

　

債
務
者
区
分
は
、
債
務
者
の
財
務

内
容
の
ほ
か
、
業
種
特
性
等
を
踏
ま

え
た
事
業
の
継
続
性
や
収
益
性
の
見

通
し
、
銀
行
の
支
援
状
況
と
い
っ
た

定
性
情
報
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
情
報

を
踏
ま
え
な
が
ら
総
合
的
に
判
断
し

て
決
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
共
通
貸

出
先
で
あ
っ
て
も
銀
行
に
よ
っ
て
異

な
る
債
務
者
区
分
に
分
類
さ
れ
る
こ

と
は
決
し
て
珍
し
く
な
い
。
だ
が
、

越
境
貸
出
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
債
務

者
区
分
の
状
況
に
バ
ラ
つ
き
が
見
ら

れ
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
地

銀
の
信
用
リ
ス
ク
管
理
態
勢
を
確
認

す
る
上
で
有
益
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
貸
出
先
を
「
地
元

貸
出
」
と
「
越
境
貸
出
（
東
京
向
け
、

所
在
地
方
都
市
（
注
４
）
向
け
、
隣

県
（
注
５
）
向
け
、
そ
の
他
）」
に
分

類
し
た
上
で
、
貸
出
残
高
の
構
成
を

確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
地
銀
で
は

共
通
貸
出
先
の
う
ち
約
６
割
が
越
境

貸
出
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
東
京
向

け
の
貸
出
が
多
く
を
占
め
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
（
図
表
１
）。

こ
れ
は
、
不
動
産
業
や
金
融
業
な
ど

資
金
需
要
の
高
い
業
種
が
、
東
京
に

集
積
し
て
い
る
こ
と
が
主
因
と
み
ら

れ
る
。

　

ま
た
、
債
務
者

区
分
別
に
見
る
と
、

地
元
貸
出
と
比
較

し
て
越
境
貸
出
の

正
常
先
割
合
は
高

く
、
特
に
東
京
向

け
貸
出
は
他
の
越

境
貸
出
と
比
較
し

て
も
、
正
常
先
割

合
が
顕
著
に
高
い

傾
向
が
見
ら
れ
た

（
図
表
２
）。
こ

の
背
景
に
は
、
一

般
に
信
用
力
が
高

く
、
規
模
の
大
き

い
企
業
が
東
京
に

集
中
し
て
い
る
こ

と
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

加
え
て
、
本
分

析
で
は
、
地
銀
に

お
け
る
越
境
貸
出
と
債
務
者
区
分
の

状
況
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
貸
出
先

の
財
務
指
標
や
業
種
の
影
響
を
考
慮

し
た
統
計
的
検
証
を
行
っ
た
。
そ
の

結
果
、
越
境
貸
出
と
正
常
先
に
分
類

さ
れ
て
い
る
確
率
と
の
間
に
、
有
意

な
正
の
相
関
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ

は
、
財
務
指
標
等
と
い
っ
た
信
用
力

が
同
様
な
貸
出
先
で
あ
っ
て
も
、
越

〔図表１〕 越境貸出残高の割合

（出所） 　金融庁資料から筆者作成（図表２も同じ）。

地元貸出

越境貸出、
うち東京

越境貸出、
うち所在地方都市

越境貸出、
うち隣県

越境貸出、
うちその他
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境
貸
出
の
方
が
地
元
貸
出
と
比
較
し

て
、
正
常
先
に
分
類
さ
れ
て
い
る
確

率
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

越
境
貸
出
は
地
元
貸
出
と
比
較
し

て
、
一
般
に
当
該
エ
リ
ア
に
お
け
る

債
務
者
と
の
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
希
薄

で
あ
る
。
そ
の
た
め
現
地
調
査
や
経

営
者
と
の
面
談
な
ど
が
十
分
に
行
え

ず
、
与
信
審
査
や
融
資
後
の
期
中
管

理
に
必
要
な
情
報
の
入
手
が
困
難
な

場
合
が
あ
る
。
こ
う
し
た
情
報
取
得

の
難
し
さ
が
債
務
者
区
分
の
決
定
に

影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
が
、
本

分
析
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
（
注
６
）。

不
正
の
予
兆
を 

見
逃
す
ケ
ー
ス
も

　

越
境
貸
出
は
債
務
者
の
実
態
把
握

が
不
十
分
と
な
る
こ
と
が
あ
り
、
そ

の
結
果
、
粉
飾
決
算
等
の
不
正
の
予

兆
を
見
逃
し
、
正
常
先
か
ら
突
発
な

破
綻
に
至
る
ケ
ー
ス
も
存
在
す
る
。

例
え
ば
、
金
融
庁
が
今
年
６
月
30
日

に
公
表
し
た
「
金
融
機
関
に
お
け
る

粉
飾
等
予
兆
管
理
態
勢
の
高
度
化
に

向
け
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト

（
２
０
２
５
）」
で
は
、
次
の
よ
う

な
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

●
工
場
は
営
業
エ
リ
ア
内
に
あ
る
一

方
、
実
権
者
が
遠
隔
地
に
い
る
融
資

先
に
つ
い
て
、
経
営
実
態
を
把
握
す

る
た
め
の
定
期
的
な
代
表
者
面
談
や

実
査
を
怠
っ
た
ま
ま
、
自
行
よ
り
資

金
量
の
多
い
銀
行
が
多
額
の
与
信
を

許
容
し
て
い
る
こ
と
に
安
心
し
、
優

良
先
と
判
断
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
粉

飾
等
が
発
覚
し
た
事
例

　

前
述
の
と
お
り
、
越
境
貸
出
は
、

地
元
の
貸
出
先
と
比
べ
て
、
担
当
の

営
業
店
か
ら
地
理
的
に
離
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
現
地
調
査
や
経

営
者
と
の
面
談
な
ど
が
定
期
的
に
実

施
で
き
ず
、
金
融
機
関
に
お
い
て
、

与
信
審
査
や
融
資
後
の
期
中
管
理
に

必
要
な
情
報
の
入
手
が
困
難
に
な
る

と
い
っ
た
課
題
が
あ
る
。

　

ま
た
同
事
例
は
、
メ
イ
ン
バ
ン
ク

が
大
手
銀
行
等
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る

「
ぶ
ら
下
が
り
」
融
資
で
も
あ
る
。

こ
の
た
め
地
銀
が
貸
出
先
の
決
済
口

座
を
保
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、

商
流
に
基
づ
く
資
金
の
流
れ
を
十
分

に
把
握
で
き
な
い
と
い
っ
た
課
題
も

あ
る
。
本
来
必
要
な
融
資
先
の
財
務

状
況
の
ほ
か
、
経
営
陣
や
監
査
法
人

・
税
理
士
の
異
動
状
況
や
、
事
業
の

統
廃
合
の
状
況
、
不
祥
事
案
の
発
生

状
況
な
ど
、
融
資
先
の
経
営
に
影
響

を
与
え
得
る
情
報
等
を
適
時
に
把
握

し
、
経
営
者
へ
の
面
談
を
通
じ
て
事

実
関
係
等
を
確
認
す
る
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
が
低
下
し
が
ち
に
な
る
。

適
切
な
管
理
態
勢
構
築
を

　

地
銀
は
、
地
域
住
民
の
生
活
資
金

や
余
裕
資
金
を
預
金
と
し
て
受
け
入

れ
、
金
融
仲
介
機
能
を
発
揮
し
、
地

元
取
引
先
の
企
業
価
値
向
上
と
競
争

力
強
化
を
通
じ
て
、
地
域
経
済
の
発

展
に
貢
献
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

財
務
の
健
全
性
と
業
務
の
適
切
性
を

維
持
し
、
地
銀
に
お
い
て
リ
ス
ク
量

の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
信
用
リ
ス
ク

の
適
切
な
管
理
と
、
融
資
規
律
の
確

保
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

越
境
貸
出
は
、
貸
出
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
の
多
様
化
と
い
っ
た
利
点
を
有

す
る
。
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
言
及
し

て
き
た
と
お
り
、
地
元
の
貸
出
先
と

比
べ
て
、
与
信
審
査
や
融
資
後
の
期

中
管
理
に
必
要
な
情
報
取
得
の
困
難

性
に
起
因
す
る
リ
ス
ク
も
内
包
し
て

〔図表２〕 越境貸出における債務者区分の割合

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
％

正常先 正常先以外

越
境
貸
出
、
う
ち
隣
県

越
境
貸
出
、

う
ち
所
在
地
方
都
市

越
境
貸
出
、
う
ち
東
京

越
境
貸
出
、
う
ち
そ
の
他

地
元
貸
出

金融財政事情2025．12． 9 32



地銀の「越境貸出」の現状と課題

い
る
。
越
境
貸
出
に
取
り
組
む
地
銀

は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
ポ
リ
シ
ー
や
審
査

基
準
等
の
内
部
規
定
に
基
づ
き
、
実

地
調
査
等
も
活
用
し
な
が
ら
貸
出
先

の
属
性
や
財
務
状
況
等
の
情
報
を
可

能
な
限
り
入
手
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。

　

越
境
貸
出
に
取
り
組
む
地
銀
に
お

い
て
は
、
越
境
貸
出
の
特
性
・
リ
ス

ク
に
見
合
っ
た
実
効
的
な
管
理
態
勢

の
構
築
が
不
可
欠
で
あ
る
。
言
い
換

え
る
と
、
人
材
等
の
経
営
資
源
の
制

約
に
よ
り
十
分
な
リ
ス
ク
管
理
態
勢

が
構
築
で
き
な
い
場
合
は
、
越
境
貸

出
の
抑
制
的
な
運
用
も
選
択
肢
と
し

て
、
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま

れ
る
。

＊　

＊　

＊

　

地
銀
が
ど
の
よ
う
な
所
在
地
の
債

務
者
へ
貸
出
を
行
う
か
は
各
行
の
経

営
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

本
稿
の
内
容
は
越
境
貸
出
そ
の
も
の

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
地
銀

を
は
じ
め
と
す
る
金
融
機
関
に
お
い

て
は
、
本
稿
や
そ
の
中
で
紹
介
し
た

各
種
リ
ポ
ー
ト
を
参
考
に
し
つ
つ
、

越
境
貸
出
に
内
在
す
る
課
題
を
的
確

に
把
握
し
、
取
り
組
む
場
合
は
相
応

の
リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
確
立
に
努
め

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
本
稿
に
お
け
る
意
見
は
、
す
べ
て
筆

者
の
個
人
的
見
解
で
あ
り
、
執
筆
者
が

所
属
す
る
組
織
の
公
式
見
解
を
示
す
も

の
で
は
な
い
）

（
注
）　

１　

隣
県
等
が
営
業
エ
リ
ア
内
で

あ
る
地
銀
も
あ
る
が
、
本
稿
で
の

「
越
境
貸
出
」
は
便
宜
的
に
、「
銀

行
の
本
店
所
在
地
の
あ
る
都
道
府
県

外
の
法
人
へ
の
貸
出
」
と
定
義
す
る
。

２　
F

S
A
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n
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otes
（2025.1

）vol.2
３　

よ
り
質
の
高
い
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

の
実
施
と
金
融
機
関
の
負
担
軽
減
を

図
る
観
点
か
ら
、
金
融
庁
と
日
本
銀

行
に
て
運
用
さ
れ
て
い
る
高
粒
度
デ

ー
タ
（
取
引
単
位
の
法
人
向
け
貸
出

明
細
等
）
の
収
集
・
管
理
の
枠
組
み
。

４　

「
所
在
地
方
都
市
」
向
け
の
貸

出
と
は
、
本
店
が
所
在
す
る
地
域
の

中
で
大
規
模
都
市
が
あ
る
都
道
府
県

（
東
北
地
方
＝
宮
城
県
、
東
海
地
方

＝
愛
知
県
、
近
畿
地
方
＝
大
阪
府
、

な
ど
）
向
け
の
貸
出
の
こ
と
。

５　

橋
梁
お
よ
び
ト
ン
ネ
ル
で
の
隣

接
を
含
む
地
続
き
の
隣
接
都
道
府
県
。

６　

地
銀
が
実
際
に
営
業
基
盤
と
す

る
区
域
は
、
本
稿
に
お
け
る
越
境
貸

出
の
定
義
で
用
い
て
い
る
「
銀
行
の

本
店
所
在
地
の
あ
る
都
道
府
県
」
と

は
異
な
る
。
こ
の
こ
と
が
検
証
結
果

に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
も
考
慮
す

る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
分
析

の
検
証
結
果
に
つ
い
て
は
、
一
定
の

幅
を
持
っ
た
解
釈
が
必
要
で
あ
る
。

ま
つ
い　

し
ょ
う
た

10
年
財
務
省
入
省
。
21
年
金
融
庁
監

督
局
銀
行
第
二
課
、
23
年
総
務
課
監

督
調
査
室
を
経
て
24
年
７
月
か
ら
現

職
。

な
か
や
ま　

た
つ
お

公
認
会
計
士
。
大
手
監
査
法
人
を
経

て
14
年
金
融
庁
入
庁
。
金
融
庁
で
は
、

検
査
局
総
務
課
地
域
銀
行
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
室
、
総
合
政
策
局
リ
ス
ク
分
析

総
括
課
大
手
銀
行
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
室
、

リ
ス
ク
管
理
検
査
室
な
ど
に
所
属
し
、

24
年
７
月
か
ら
現
職
。

せ
き
ぐ
ち　

ゆ
う
と

15
年
金
融
庁
入
庁
。
21
年
総
合
政
策

局
リ
ス
ク
分
析
総
括
課
情
報
・
分
析

室
を
経
て
23
年
７
月
か
ら
現
職
。
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